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小児医療費助成制度の改正に伴い、対象者の皆様に発送したご案内通知「小児医療費助成

制度が変わります」に誤りがありました。 

 

 １.経緯 

令和５年４月からの小児医療費助成制度の改正に伴い、２月 10日及び 14日に対象と

なる 3,451 名の方に発送した、小児医療費助成事業医療証交付申請書に同封したご案

内通知「小児医療費助成制度が変わります」の中で、「●対象となる方」について誤り

がありました。 

 

２.誤記した部分 

付属資料１のとおりです。 

 

３.原因 

案内通知の作成過程において、内容の確認が不十分であったため。 

 

４.対応と再発防止策 

対象者の方々には、改めて正しいご案内とお詫び文を送付いたします。 

今後、同様な事務につきましては、様々な視点でのチェック行い、再発防止に努めま

す。 

 

【付属資料】 

資料１：小児医療費助成制度ご案内通知の正誤表 

資料２：正しいご案内「小児医療費助成制度が変わります」 
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